
 

滋賀県たばこ対策推進会議設置要綱 

 

（趣  旨） 

第１条 本県では、健康づくり計画である「健康いきいき２１－健康しが推進プラン－(第３次)」にお

いて、「喫煙」について取り組むこととし、本計画の行動指針として「健康しが たばこ対策指針」を策

定し、「喫煙が及ぼす健康影響を低下させる」ことを目標に、「喫煙が及ぼす健康影響についての知識

の普及」、「20 歳未満の者の喫煙防止（防煙）対策」、「受動喫煙防止対策」、「禁煙の支援」を柱にたば

こ対策を推進しています。 

 そこで、各機関が連携して事業を推進するため、「滋賀県たばこ対策推進会議」（以下、「推進会議」

という。）を設置します。 

 

（検討事項） 

第２条 推進会議の検討事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

 （１）たばこ対策推進のための関係機関の役割に関すること。 

  （２）その他たばこ対策の推進に必要な事項に関すること。 

 

（組  織） 

第３条 推進会議は、委員２０名以内をもって組織する。 

 

（委  員） 

第４条 委員は、学識経験者、関係機関・団体の職員および一般県民の中から、健康医療福祉部長が

依頼する。 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。   

 

（会  長） 

第５条 推進会議に会長を置く 

２ 会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会議の進行を行う。 

４ 会長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその座長を代理す

る。 

  

（会  議） 

第６条 会議は、健康医療福祉部長が招集する。 

２ 健康医療福祉部長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（部   会） 

第７条 推進会議に、必要に応じて部会を設置することができる。 

 

（事 務 局） 

第８条 推進会議の事務を処理するため、健康医療福祉部健康しが推進課に事務局を置く。 

 

（雑  則） 

第９条 この要綱で定めるもののほか、推進会議について必要な事項は別に定める。 



 

付 則 

   この要綱は、平成１５年９月２９日から施行する。 

   この要綱は、平成１７年８月１７日から施行する。 

 この要綱は、平成２４年４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２５年３月２９日から施行する。 

この要綱は、平成２６年７月２２日から施行する。 

この要綱は、平成２９年７月１２日から施行する。 

この要綱は、平成３１年１月 ８日から施行する。 

この要綱は、令和元年１０月 １日から施行する。 

この要綱は、令和３年１０月 ７日から施行する。 

この要綱は、令和６年１０月３１日から施行する。 


